
（
国
土
交
通
委
員
会
）

空
港
整
備
法
及
び
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
空
港
に
お
け
る
利
用
者
利
便
の
向
上
及
び
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
基
本
方
針
の

策
定
、
空
港
機
能
施
設
の
建
設
及
び
管
理
を
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
者
が
行
う
制
度
の
創
設
、
空
港
の
設
置
者
に
対

す
る
空
港
保
安
管
理
規
程
の
作
成
及
び
届
出
の
義
務
付
け
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
空
港
整
備
法
の
一
部
改
正

１

法
律
の
題
名
を
「
空
港
法
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
目
的
に
、
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
地
域
の
活
力
の
向

上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
追
加
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
空
港
の
整
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
等
に
つ
い
て
、
空
港
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

現
行
の
第
一
種
空
港
、
第
二
種
空
港
及
び
第
三
種
空
港
と
し
て
い
た
空
港
の
区
分
制
度
を
見
直
し
、
各
空
港
の
果
た
し

て
い
る
機
能
や
役
割
に
応
じ
て
、
空
港
の
設
置
管
理
者
及
び
工
事
費
用
の
負
担
割
合
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。



４

空
港
管
理
者
は
、
空
港
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
空
港
供
用
規
程
を
定
め
、
適
切
な

方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
基
本
方
針
に
従
っ
て
空
港
機
能
施
設
事
業
（
空
港
機
能
施
設
（
各
空
港
に
お
い
て
そ
の
機
能
を
確

保
す
る
た
め
に
必
要
な
航
空
旅
客
若
し
く
は
航
空
貨
物
の
取
扱
施
設
又
は
航
空
機
給
油
施
設
を
い
う
。
）
を
建
設
し
、
又

は
管
理
す
る
事
業
を
い
う
。
）
を
行
う
能
力
を
十
分
に
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
空
港
ご
と
に

国
が
管
理
す
る
各
空
港
に
お
い
て
空
港
機
能
施
設
事
業
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

６

国
は
、
東
京
国
際
空
港
緊
急
整
備
事
業
（
東
京
国
際
空
港
に
お
け
る
滑
走
路
、
着
陸
帯
、
誘
導
路
及
び
照
明
施
設
の
新

設
の
工
事
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
工
事
に
係
る
事
業
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
航
空
輸
送
需
要
に
対
応
す
る
た
め
緊
急

に
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
当
該
事
業
が
行
わ
れ
る
区
域
を
告
示
し
た
も
の
を
い
う
。
）
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
た

め
に
必
要
な
資
金
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二
、
航
空
法
の
一
部
改
正

空
港
の
設
置
者
は
、
空
港
の
保
安
を
確
保
す
る
た
め
に
自
ら
が
遵
守
す
べ
き
、
管
理
の
方
針
、
体
制
及
び
方
法
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
空
港
保
安
管
理
規
程
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
は
、



当
該
空
港
保
安
管
理
規
程
に
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
空
港
の
設
置
者
に
対
し
、
こ
れ

を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

四
、
政
府
は
、
平
成
二
十
年
度
中
に
、
我
が
国
の
開
か
れ
た
投
資
環
境
の
整
備
及
び
我
が
国
の
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
、
空
港

の
設
置
及
び
管
理
に
係
る
制
度
に
関
し
、
国
際
的
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
つ
つ
、
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
の
完
全

民
営
化
を
推
進
す
る
に
際
し
て
必
要
と
な
る
措
置
等
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
速
や
か
に
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ

い
て
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


